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マスクや体温計など、感染予防に必要な物資を持って

いくようにしましょう。 

災害時避難所での熱・咳症状の方への対応等について 

災害時避難所入所にあたり、検温や体調確認等の健

康チェックを行います。 

避難所において、発熱、咳症状等がある方は、一般

スペースとは別の専用スペースを設置します。 

災害時の備えについて 

災害時に慌てないためにも「自宅での避難生活」ま

たは「緊急避難の際の非常持ち出し品」について、普

段からの準備をお願いします。 

在宅避難に必要な非常備蓄品は、最低でも 7日間分

用意しておきましょう。 

非常持ち出し品について、リュックサックなどに入

れ、すぐに持ち出せる場所においておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅避難時の非常備蓄品（例） 

・飲料水・乾パン・インスタントラーメン・缶詰類 

・塩・毛布・雨具・予備電池・卓上コンロ・携帯電話 

・充電器・使い捨てカイロ など 

非常持ち出し品（例） 

・懐中電灯・ライター・携帯ラジオ・十徳ナイフ 

・軍手・救急セット・レジャーシート・寝具（毛布等） 

・簡易トイレ・タオル・ポリ袋・トイレットペーパー 

・ウェットティッシュ・現金・ガムテープ・筆記用具 

・生理用品・スリッパ・着替え・モバイルバッテリー 

・常備薬・身分証明書・通帳・写真・数日分の食料 

・飲料水 など 

コロナ禍における持ち出し品（例） 

・体温計・マスク・消毒液・ハンドソープ  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


